
 

 

草津市監査委員告示第１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査結

果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により、その内容を次の

とおり公表する。 

令和５年２月１５日 

 

草津市監査委員 岡 野 則 男 

草津市監査委員 中 島 美 徳 

 

〔財政援助団体等監査〕 

令和４年１１月２１日告示分 

 

監査対象： まちづくり協働課（草津学区ひと・まちいきいき協議会） 

勧告事項 措置状況等 

① 地域一括交付金の平成３０年度分３６

０，３２０円の不執行および令和元年度分

２０７，６４７円、令和元年度分まちづく

り協議会運営交付金３０，０００円、さら

に地域まちづくり一括交付金令和２年度

分３５７，０８０円、令和３年度分３，２

７９円については、交付対象外経費に充当

された交付金であると認められるので、市

長は、草津学区ひと・まちいきいき協議会

に返還を求めるなどの必要な措置を講じ

られるよう勧告する。期限は、令和５年１

月２０日までとする。 

 

① 令和４年１２月１日に、不適正な使途

と認められた交付金、合計９５８，３２６

円については、交付金交付決定の一部を取

り消し、令和４年１２月２８日を返還期限

として、草津学区ひと・まちいきいき協議

会に対して返還について通知しました。 

草津学区ひと・まちいきいき協議会は、令

和４年１２月２７日に返還命令のあった

交付金、合計９５８，３２６円の振り込み

手続きをされ、その後、市において納入を

確認しました。 

 

 

 

 

意見・指摘事項 措置状況等 

② 基本協定に則り、職員の給与月額をは

じめ必要な報告は必ず提出されたい。 

 

 

 

②草津学区ひと・まちいきいき協議会に指

導を行なったところ、不備のあった報告書

の修正および未提出分の提出がありまし

た。 

 



 

 

③ 利用者アンケートは、できるだけ多く

の利用者に回答をいただき、集計・分析を

行って見える化したうえで、意見および要

望等を的確に把握し、センター運営に活用

されたい。 

 

④ 令和２年度は指定期間の初年度で、基

本協定の締結自体が前年度の３月下旬と

なったが、指定管理期間の開始前に提出す

ることはできずとも、締結後すみやかに事

業計画書および収支計画書を提出するよ

うにされたい。 

 

⑤ 基本協定仕様書に基づき、清掃業務を

はじめ維持管理業務を確実に実施され、実

施された際は、年度報告書に記載された

い。 

 

 

⑥ 基本協定仕様書および消防法に基づ

き、消防訓練を年２回実施されたい。 

③ 草津学区ひと・まちいきいき協議会に

指導を行なったところ、令和３年度分の集

計・分析結果の提出がありました。 

 

 

 

④ 草津学区ひと・まちいきいき協議会に、

今後はすみやかに提出するよう指導を行

ないました。 

 

 

 

 

⑤ 草津学区ひと・まちいきいき協議会に、

仕様書に基づく清掃業務や維持管理業務

の確実な実施と年度報告書の提出の指導

を行いました。 

 

 

⑥ 草津学区ひと・まちいきいき協議会に

指導を行ったところ、令和４年度の１回目

の消防訓練実施報告と２回目の実施予定

日の報告があり、年２回実施される予定で

す。 

 

 


